
農業省力化投資支援対策事業費補助金交付要綱 

 

制定 令和７年４月１日付け産支第８０４号 

 

（趣旨） 

第１ 農業では、農業従事者の高齢化が著しく労働環境が厳しいことも影響し、労働力不足が顕

著であり、農業経営の継続に向けた支援が急務となっている 

   本事業では、農業者が、慢性的な人手不足の中で農業の生産性を向上し、持続可能な農業

を実現するため、作業等の省力化に必要な機械・設備等の導入を支援することを目的とし、

予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については補助金等交付規則

（昭和３２年島根県規則第３２号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

 

（事業区分、補助率等） 

第２ 事業区分、事業実施主体、事業の対象となる取組及び補助率等は、別表及び別紙に定

めるところによる。 

２ 算出された交付額に千円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３ 事業実施主体が、規則第４条の規定により補助金の交付を受けようとするときには、交付

申請書（様式第１号）を知事に提出するものとする。 

２ 事業実施主体は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税等仕入控

除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と

当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金

額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明

らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明

らかでないものについては、この限りではない。 

 

（交付決定の通知） 

第４ 知事は、第３の規定による申請書の提出があった場合は、審査の上、補助金を交付す

べきと認めたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条

件を事業実施主体に通知するものとする。 

 

（変更交付申請） 

第５  事業実施主体が、規則第９条第１項に規定された次の各号に掲げるいずれかの重要な変

更を行おうとするときには、変更交付申請書（様式第２号）を知事に提出し、承認を受けな

ければならない。 

（１）補助事業の中止又は廃止 

（２）補助金額を増額する場合又は３０パーセントを超えて減額する場合 

 

（概算払の請求） 

第６ 事業実施主体は、概算払により補助金の交付を受けようとする場合には、概算払請求書（様

式第３号）を知事に提出するものとする。 



（実績報告） 

第７ 事業実施主体は、規則第１０条の規定により事業完了後速やかに実績報告書（様式第４号）

を知事に報告するものとし、その提出期限は、補助事業が完了した日から起算して３０日を

経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。 

２ 事業実施主体が実績報告を行うにあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければなら

ない。 

 

（交付金の額の確定等） 

第８ 知事は、第７の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業実施主体に通

知するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第９ 知事は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助事業等に係る補助金等の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第１号の場合は、既に経過した期間

に係る部分については、取り消すことができない。 

(１) 補助金等の交付決定後の事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必

要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき（事業実施主体の責に帰すべき事情

によるときを除く。）。 

(２) 事業実施主体が、当該補助金等を他の用途へ使用したとき。 

(３) 事業実施主体が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(４) 事業実施主体が、当該補助事業等に関し、法令、この規則又はこれに基づく処分若し

くは命令に違反したとき。 

(５) 補助金等の交付の目的に従って利子を軽減して融通する資金の融通を受けたものが、

法令、規則その他知事の定める条件に違反したとき。 

２ 前項第２号から第５号までの規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定

があった後においても適用があるものとする。 

３ 第１項第１号に該当するものとして補助金等の交付の決定を取り消した場合には、県は当

該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し知事が別に定めるところにより補

助金を交付する。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定） 

第１０ 知事は、第３の第２項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助

金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減

額して補助金の額を確定するものとする。 

２ 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、知事に仕入れに係る消費税

等相当額報告書（様式第５号）により確定した額を報告しなければならない。 

３ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の

全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（補助金等の返還） 



第１１ 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、事業実施主体の当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。 

２ 知事は、事業実施主体に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を

超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。 

 

（加算金及び延滞金） 

第１２ 事業実施主体は、前条第１項の規定により、補助金の返還を命ぜられたとき（第９の第

１項第１号に該当して交付の決定が取り消されたことにより補助金等の返還を命ぜられた

ときを除く。）は、その命令に係る補助金等の最後の受領の日（当該返還を命ぜられた額が

その日に受領した額を超えるときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、

それぞれの受領の日）から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額（その一部を納付

した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年１０.９５パーセ

ントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

２ 事業実施主体は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０.９５パーセント

の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

３ 知事は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延

滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（財産処分の制限等） 

第１３ 事業実施主体は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理

し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

 ２ 規則第１３条第１項第４号の規定に基づき知事が定める処分を制限する財産は、取得財産

等のうち１件当たりの取得価格５０万円以上の機械・設備等とする。 

３ 知事は、事業実施主体が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込

まれるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（帳簿等の保存） 

第１４ 事業を実施するにあたっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに

証拠書類を備え、補助事業終了の年度から起算して５年間保管しなければならない。ただし、

事業により取得し、又は効用の増加した財産で、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（以下「処分制限期間」とい

う。）を経過しない場合においては、財産管理台帳（様式第６号）その他関係書類を整備保

管しなければならない。 

 

（補助金交付に係る条件） 

第１５ 補助金の交付にあたっては第４から第１４までの規定に準ずる条件及び次の各号に掲

げる条件を付すものとする。 

(１) 補助金交付の対象となる事業の内容、及び経費の配分、並びに配分された経費の額に

対する補助金の額は、申請書に記載されたとおりとする。 

(２) 事業実施主体は、補助金に係る法令、補助金等交付規則、交付要綱その他関連通知に

従わなければならない。 

(３) 事業実施主体は、取得財産等のうち１件当たりの取得価格５０万円以上のものについ

て、処分制限相当期間においては、知事の承認を受けることなく、補助金交付の目的に



反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。 

 

（書類の提出） 

第１６ この要綱に基づき事業実施主体が知事に提出する書類は、所管する隠岐支庁農林水産

局又は各農林水産振興センターに提出するものとする。 

 

（その他） 

第１７ この補助金を交付する事業を実施するにあたり、本交付要綱に定める以外に必要な事項

は、農林水産部長が別に定めることとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

区 分 対象経費 補助率 

重要な変更 

経費配分 

の変更 

事業の 

内容変更 

 

（１）省力化投資支

援事業 

 

園芸生産・水稲生産・畜産の

省力化に資するものとして、

県が認める以下の機械・設備

等の導入経費（機械・設備等の

みの経費も可） 

【園芸生産の省力化】 

・気象センサー 

・自動巻き上げ装置 

・自動かん水システム 

・リモコン除草機 

・農薬散布ドローン 

・自走式防除機 

・自動追従運搬車 

【水稲生産の省力化】 

・高効率作業用ディスクハロ

ー 

・リモコン除草機 

・アーム式モア 

・高密度播種育苗用田植機、

播種機 

・直播用播種機 

・農薬肥料散布ドローン 

・高度水位管理システム 

・ＧＰＳトラクター（自動操

舵） 

・ＧＰＳ田植機（自動操舵） 

・ＧＰＳコンバイン（自動操

舵） 

【畜産の省力化】 

・ベールフィーダー 

・餌寄せロボット 

・分娩監視システム 

・飼養管理システム 

・装着型フレールモア 

・放牧管理ＧＰＳシステム 

 

 

総事業費の１／３

以内 

 

※補助上限額は、１

事業実施主体当

たり１５０万円

とする 

 

※本事業以外の国

または県が助成

する事業の採択

等を受けている

場合は補助対象

となりません。 

 

 

該当なし 

 

補助金額

を増額す

る場合又

は３０パ

ーセント

を超えて

減額する

場合 

 

 

 



（別 紙） 

 
１ 事業概要 

農業者が、慢性的な人手不足の中で農業の生産性を向上し、持続可能な農業を実現するため、

作業等の省力化に必要な機械・設備等の導入を支援する。 

 

２ 事業実施主体 

事業実施主体は、農業者又は農業者の組織する団体とする。 

なお、農業者とは、経営耕地面積が 30a以上、又は 1年間における農産物販売金額が 50万円以上

の農業を行う者とする。 

また、求人活動を実施したが充足に至っていない、又は人手不足の状態であることが認められる

農業者等とする。 

 

３ 補助対象となる取組 

園芸生産・水稲生産・畜産の省力化に資するものとして、県が認める以下の機械・設備等の導入

経費（機械・設備等のみの経費も可）を補助対象とする。なお、本事業以外の国または県が助成

する事業の採択等を受けている取組は補助対象外とする。 

 【園芸生産の省力化】 

気象センサー、自動巻き上げ装置、自動かん水システム、リモコン除草機、農薬散布ドロ

ーン、自走式防除機、自動追従運搬車 

【水稲生産の省力化】 

高効率作業用ディスクハロー、リモコン除草機、アーム式モア、高密度播種育苗用田植機、

播種機、直播用播種機、農薬肥料散布ドローン、高度水位管理システム、ＧＰＳトラクタ

ー（自動操舵）、ＧＰＳ田植機（自動操舵）、ＧＰＳコンバイン（自動操舵） 

【畜産の省力化】 

ベールフィーダー、餌寄せロボット、分娩監視システム、飼養管理システム、装着型フレ

ールモア、放牧管理ＧＰＳシステム 

 

４ 補助金額 

補助金額は総事業費の１／３以内。ただし、１事業実施主体当たり１５０万円とする。 

 

５ 補助要件 

（１）本事業による取組みは、原則、毎年度内に完了すること。 

（２）機械・設備等の導入は単純更新ではないこと。 

（３）単位当たりの労働時間が３％以上減少する計画を策定していること。 

（４）機械・設備等の導入については、次に掲げる事項によるものとする。 

ア 補助の対象とする機械・設備等は、新品のものとする。ただし、既存の機械・設備

等の有効利用、事業費の低減等の観点から見て適当とみられる場合には、古品の利用

を推進するものとする。 

イ 補助対象とする機械・設備等は、耐用年数が概ね５年以上のものとする。ただし、

古品の場合は、残存耐用年数が２年以上のものとする。 

 

６ 施行方法 

（１）設備等の施行方法 

設備等の施行方法は、直営施行又は請負施行、委託施行のいずれかによるものとし、事

業実施主体は、その施行方法ごとに、それぞれ次に掲げる事項に留意して、適正に事業を



施行するとともに、県内中小企業者に発注するよう努めること。 

なお、１事業は１施行方法により実施することを原則とするが、事業費の低減を図る等

のため適切と認められる場合には、１事業を、工種又は機械・設備等を明確に区分して、

２つの施行方法により施行することができるものとする。 

ア 直営施行 

事業の対象となるのは、工事材料費、機械器具費、労務費（外部委託に係る部分のみ。）、

機械借損料及び工事雑費のほか実施設計費（外部委託の場合に限る。）であり、諸経費

（現場管理費及び一般管理費等）は対象としない。外部から調達する物資の積算につい

ては請負施行に係る支給品費の取扱に準じる。実施に当たっては、事業実施主体は、事

業実施設計書に基づき、直接材料の購入を行い、所定の期間内に事業を施行するととも

に、現場主任等を選任し、現場の事務の一切の処理に当たらせることにより、工事の適

正な実施を図る。選任された現場主任等は、適正な工事の実施を図るため、工事材料の

検収、受払い等を行うほか、主要工事及び埋設又は隠ぺいにより工事完了後には明示で

きない部分の現場写真の撮影、工事日誌の記録等により工事の実施状況を明確にし、併

せて、工事期間中の事故防止等について、細心の注意を払うこと。 

イ 請負施行 

請負施行においては、事業実施主体は、工事請負人を定め、事業実施設計書に基づき、

かつ、所定の請負代金をもって、所定の期間内に工事を完了させ、また、工事の請負方

法、指導監督及び検査等は、次により行い、適正を期すること。 

ａ 請負方法 

工事の請負契約は、原則として、一般競争入札に付するものとするが、一般競争入

札に付し難いときは、その理由を明確にし、指名競争入札に付するものとする。 

また、競争入札の結果、落札に至らない場合にあっては、随意契約によることがで

きるものとする。なお、事業実施主体は、契約手続の透明性を確保するため、競争入

札の場合は全入札者および入札金額を、随意契約の場合は契約の相手方及び契約金額

を閲覧の方法により公表するよう努めること。 

ｂ 工事の指導監督 

事業実施主体は、請負契約と同時に、請負人から工程表等を提出させるとともに、

請負人に現場代理人を定めさせ、当該現場代理人に工事に関する一切の事項を処理さ

せる。また、事業実施主体は、現場監督員等を選任し、請負契約、仕様書及び設計図

に定められた事項について、工程表のとおり工事が実施されるよう指導監督等に当た

らせるほか、主要工事及び埋設又は隠ぺいにより工事完了後には明示できない部分の

現場写真を撮影させ、必要に応じて工事の記録等を行わせること。 

ｃ 工事の検査及び引渡し 

事業実施主体は、請負人が工事を完了した時は、当該請負人から工事完了届を提出

させるとともに、請負契約書に定められた期間内に竣工検査を行った上で、引渡しを

受ける。この場合において、竣工検査に合格しないときは、期間を定めて請負人に手

直し工事を行わせ、再度検査を行った後に、引渡しを受けること。 

ウ 委託施行 

委託施行については、請負施行にできない明確な理由がある場合にのみ対象とする。

その実施においては、事業実施主体は、工事の委託先を定め、受託者に、事業実施設計

書に基づき、かつ、所定の委託金額をもって、所定の期間内に工事を完成させるととも

に、工事に要した経費の明細書の提出を受けて、工事費の精算を行う。 

また、委託施行とする場合は、事業実施主体における総会等の議決等所要の手続きを

行う。なお、委託施行における工事の指導監督、検査及び引渡し等については、請負施



行に準じて適正に行う。また、事業の委託に係る契約については、「委託費の事務取扱

について」（昭和３９年３月２６日付け３９経第８７０号農林事務次官依命通知）に準

じて、適正に行うこと。 

（２）機械等の施行方法 

機械等の施行方法は、直営施行によるものとし、事業実施主体は、事前に関係業者から

のカタログの入手や参考見積りを徴取することにより予定価格を設定し、原則として一般

競争入札に付するものとするが、一般競争入札に付し難いときは、その理由を明確にし、

指名競争入札または随意契約によることができるものとする。 

ただし、随意契約による場合でも相見積もりを徴取するなど経費削減をはかること。 

さらに、事業実施主体は、契約手続の透明性を確保するため、競争入札の場合は全入札

者および入札金額を、随意契約の場合は契約の相手方及び契約金額を閲覧の方法により公

表すること。 

（３）書類の整備及び保管 

事業の実施に当たっては、事業に係る工程が明らかとなる仕様書、積算資料、図面、写

真及び作業記録簿並びに資材購入等に要する経費が明らかとなる書類を整備し、保管する

こと。 

 

７ 対象事業費の内容、構成及び積算について 

（１）対象事業費の構成 

機械・設備等の導入の対象事業費の構成は、次のとおりとする。 

ア 機械等の場合 

 
イ 設備等（請負施行）の場合 

 

（２）対象事業費の積算及び取扱い 

事業費 機械器具費 購入価格

本機購入費

付属作業機購入費

消費税相当額

建設工事費

共通仮設費

事業費 工事費 建設工事費

工事価格 工事原価

純工事費

現場管理費（諸経費）

消費税相当額

共通費

機械器具及び機材費

直接工事費
機械設備工事費

電気設備工事費

一般管理費（諸経費）

製造請負
工事費

組立・据付工事費

工事費

諸経費

工事価格

消費税相当額

運搬費

機械器具費 購入費

消費税相当額

実施設計費

工事雑費



対象事業費は、それぞれの施行方法に応じ、次により積算するものとする。 

なお、１事業が２つの施行方法により施行される場合には、それぞれの施行方法別に区

分して積算すること。 

（３）工事費 

ア 積算の方法 

ａ 工事費は、現地の実情に即した適正な現地実行価格による。なお、単価の根拠につ

いては摘要欄に明記することとし、必要と判断される場合は算出根拠資料を添付す

る。 

ｂ 建設工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に区分して積算し、更に直

接工事費は、事業実施設計書の表示に従って種目ごとに建築工事、電気設備及び機械

設備工事等に区分し、共通費は、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分し

てそれぞれ積算する。 

この場合において、各費目の積算に使用する材料等の価格等には、消費税及び地方

消費税に相当する分を含まないものとし、また、製造請負工事費及び機械器具費の積

算は、必要性が明確である場合に限り、性能の比較検討等を行った上、機種等を選定

して行うことができるものとする。 

イ 支給品費（請負・委託施行） 

ａ 支給品費は、事業実施主体が、支給する工事材料費とし、請負施行等に係る工事費

部分と区分して工事費に計上する。 

ｂ 支給品費の積算は、当該支給材料の仕入価格に当該支給材料の保管、運搬、管理等

に必要な経費を加えた額による。 

ｃ 支給を行う場合は、当該工事材料等を支給することが工事費の低減になるかどうか

を検討し、支給することが工事費の低減になるときは、原則として、当該工事材料を

支給品費として積算できるものとする。 

ウ 共通仮設費 

ａ 建物、工作物の各種の直接工事に共通して必要な次表に掲げる費用とし、その積算

は、当該直接工事の規模、工事期間等の実情に応じて適正に行う。 

 

エ 諸経費 

ａ 諸経費は、請負施行において請負人等が必要とする現場経費（現場管理上必要な労

務管理費、租税公課、保険料、人件費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際

費、補償費及び雑費とし、共通仮設費に算入するものを除く。）とする。 

ｂ 諸経費は、原則として、現場管理費、一般管理費に区分して行うものとし、それぞ

れの純工事費に対する一定率（従来使用されている適切な率による。）以内とする。 

ｃ 直営施行の場合、諸経費については、計上しない。 

オ 工事雑費 

事業実施主体が事業の施行に伴い直接必要とする次表に掲げる費用であって、原則と

して工事費の３.５％を限度とし、事業の実施態様に応じて積算する。 



 

カ 実施設計書費 

設計に必要な調査費（地質、水質その他機械・設備等の規模、構造、能力等の設計に

必要な諸条件を調査するために必要な費用とする。）及び設計費（設計に直接的に必要

な費用とする。）とし、当該設計を委託する場合に限り補助の対象とする。 

なお、実施設計と併せて工事の監理を設計事務所等に委託する場合においては、当該

監理料を実施設計費に含めることができるものとする。 

また、請負施行の場合は、実施設計書の作成に当たって、公正な事業の執行が確保さ

れるよう、事業実施主体と利害関係がない（資本面、人事面、縁故面）と認められる者

に請け負わせて、作成する。ただし、製造請負工事に係る実施設計書については、事業

実施主体における総会等の議決等所要の手続きを行った上で、原則として、指名競争入

札により、施工業者を選定し、又は、必要性が明確である場合に限っては単一の施工業

者を選定して、当該施工業者に事業実施設計書を提出させ、これを調整することにより

作成する。 

 

キ 消費税等相当額 

消費税及び地方消費税に相当する分を積算し、その積算は、工事価格等に消費税及び

地方消費税の税率を乗じたものとする。 

 

８ 対象事業により整備した機械・設備等の管理運営等について 

事業実施主体は、対象事業によって取得し、又は効用の増加した機械・設備等（以下「機

械等」という。）を、次に掲げるところにより、常に良好な状態で管理し、必要に応じて

修繕等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図ること。 

（１）管理主体 

機械等の管理は、原則として事業実施主体が行う。 

（２）管理の方法 

事業実施主体は、その管理する機械等について、所定の手続きを経て管理規程を定める

ことにより適正な管理運営を行うとともに、機械等の継続的活用を図り得るよう必要な資

金の積立に努める。 

管理規程には、次に掲げる事項のうち機械等の種類に応じ必要な項目を明記する。 

ア 事業名及び目的 

イ 種類、名称、構造、規模、型式及び数量 

ウ 設置場所 

エ 管理主体名並びに管理責任者の役職及び氏名 

オ 利用者の範囲 



カ 利用方法に関する事項 

キ 保全に関する事項 

ク 償却に関する事項 

ケ 管理運営の収支計画に関する事項 

コ その他必要な事項 

事業実施主体は、機械等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、機

械等の管理運営日誌又は機械等利用簿等を適宜作成し、整備保存する。 

（３）増築、模様替え、処分等の手続き 

事業実施主体は、機械等の移転、更新又は生産能力、利用規模若しくは利用方法等に影

響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械等の処分制限期間内に行

おうとするときは、あらかじめ知事に協議する。 

事業実施主体は、機械等について、その処分制限期間内に立地条件その他社会経済的情

勢の変化等により、当該補助金の補助の目的に即した利用が期待し得ないことが明らかに

なった場合であって、補助金等交付規則（昭和３２年島根県規則第３２号）第１３条に基

づく財産処分として、当該機械等を当該補助金の補助の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときには、知事の承認を受けなければならな

い。 

 


